
件   名 亀山市いじめ問題対策連絡協議
会条例 

教育委員会事務局 
教 育 研 究 室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

いじめ問題の克服に向けて、平成２５年６月にいじめ防止対策推進法

（平成２５年法律第７１号。以下「法」といいます。）が公布され、同年

１０月に国のいじめ防止基本方針が策定されました。  

市では、平成２６年１月に「亀山市いじめ防止基本方針」を策定し、い

じめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処（以下「いじめの防止

等」といいます。）のため、既存の組織を活用しながら様々な取組を推進

してきました。  

しかし、昨年、県内で中学生が暴行を受けて死亡する事件が発生し、全

国的にもいじめを背景として、児童及び生徒の生命や心身に重大な危険が

生じる事案が発生しています。  

これらのことから、本市においても、法の規定に基づき、いじめの防止

等に関係する機関及び団体の連携のために必要な事項に関し協議するとと

もに、当該関係機関等相互の連携調整を行う協議会を設置するため、本条

例を制定するものです。  

２ 制定内容  

（１）法の規定に基づき、亀山市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議

会」といいます。）を置くこととします。 ＜第１条関係＞  

（２）条例における用語の意義を定めます。 ＜第２条関係＞  

（３）連絡協議会は、関係機関等の連携のために必要な事項に関し協議すると

ともに、当該関係機関等相互の連絡調整を行うこととします。  

 ＜第３条関係＞

（４）連絡協議会は、委員１５人以内で組織することとします。  

＜第４条関係＞

（５）連絡協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、亀山市教育委員会（以

下「教育委員会」といいます。）が委嘱し、又は任命することとします。

また、委員の任期、再任の可否及び守秘義務について定めます。  

 
 
 



＜第５条関係＞

①三重県警察の警察官  ②三重県北勢児童相談所の職員  

③津地方法務局の職員  ④教職員  ⑤市職員  

⑥その他教育委員会が必要と認める者  

（６）連絡協議会の会長及び副会長に関して必要な事項を定めます。  

＜第６条関係＞

（７）連絡協議会の会議に関して必要な事項を定めます。 ＜第７条関係＞  

（８）連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理することとします。

 ＜第８条関係＞

（９）その他連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮っ

て定めることとします。 ＜第９条関係＞  

３ その他  

（１）施行日は、平成２９年４月１日とします。  

（２）この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、平成

３１年３月３１日までとする経過措置を設けます。  

（３）附則において、亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１７年亀山市条例第３８号）の一部を改正し、亀山市いじめ問題対

策連絡協議会委員の報酬及び旅費を次のとおり定めることとします。  

報酬の額  日額 ７，１００円  

旅費の額  亀山市職員の旅費に関する条例（平成１７年亀山市条例第
４５条）別表の消防長の項に規定する旅費に相当する額  

 

 



亀山市条例第２号  

 

亀山市いじめ問題対策連絡協議会条例  

 

（設置）  

第１条  いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１４

条第１項の規定に基づき、亀山市いじめ問題対策連絡協議会（以

下「連絡協議会」という。）を置く。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）いじめ  いじめ防止対策推進法第２条第１項に規定するいじ  

めをいう。  

（２）関係機関等  いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへ

の対処に関係する機関及び団体をいう。  

（所掌事務）  

第３条  連絡協議会は、関係機関等の連携のために必要な事項に関

し協議するとともに、当該関係機関等相互の連絡調整を行うもの

とする。  

（組織）  

第４条  連絡協議会は、委員１５人以内で組織する。  

（委員）  

第５条  委員は、次に掲げる者のうちから亀山市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）が委嘱し、又は任命する。  

（１）三重県警察の警察官  

（２）三重県北勢児童相談所の職員  

（３）津地方法務局の職員  

（４）教職員  

（５）市職員  

（６）その他教育委員会が必要と認める者  



２  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

３  委員は、再任されることができる。  

４  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。  

（会長及び副会長）  

第６条  連絡協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選

により定める。  

２  会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が

欠けたときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第７条  連絡協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。  

２  連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くこと

ができない。  

３  連絡協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。  

４  連絡協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会

議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。  

（庶務）  

第８条  連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（雑則）  

第９条  この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必

要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期



は、第５条第２項の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日ま

でとする。  

（亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正）  

３  亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１７年亀山市条例第３８号）の一部を次のように改正する。  

別表亀山市空家等対策協議会委員の項の次に次のように加える。 

亀山市いじめ問題対策連絡協議会委員  日額  ７，１００円  

 


